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事故周知・再発防止〔平成27年度発生事例〕

性別･年齢

職　　業

［災害の概要］

□現場の状況 ： 工事期間　平成26年10月1日～平成28年3月15日

七滝高架橋の支承取替のための足場を施工中。

事故時の現場の状況については【Ｐ３、４参照】

□事故の概要 ： 平成27年　6月　10日（水曜日）

□安全対策の有無：別紙【当日の安全管理】参照【Ｐ３参照】

［再発防止策］

□問　題　点 ： ①元請職員による規制解除の確認を怠った。

　※全作業におけることだが、元請が監督管理をする義務がある。

②作業員への安全に対する教育が不足していた。

③作業手順書に規制時の規制材の設置撤去の明確な撤去方法が無かった。

④軽トラック荷台に人を載せたまま走行していたこと。

　※今回の場合は道路性があるため道路交通法で違反となる。【Ｐ３参照】

  ⑤運転手による交通安全確認がされていなかった。（後方確認等）

□防 止 対 策： ①毎朝のR-KYK時に元請職員がチェックシートを用いて作業内容を確認する。

　（作業手順、安全対策等の周知がなされたか）　　　　　　【Ｐ７参照】

※実施状況確認者、書面内容確認者と元請職員によるクロスチェックを行う。

※作業手順書の作業者名の欄には本人のサイン（手書き）を行うこと。

②週に一度作業員全員を集めヒヤリ・ハット報告書を作成し、その内容を

　基に過去の同作業及び類似作業の事故等の再確認を含めた安全教育を実

　施し、安全活動に反映させる。また、新規入場者教育の際には本事故に

　ついて周知し防止対策を徹底させる。　　　　　　　　　　【Ｐ８参照】

③毎日、工事全体のチェックシートを用いて安全巡視の強化を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｐ９参照】

④作業手順を以下のとおり確立する。

　・資材の積込みを簡素化し、複数回にわけて実施する。

　・交通誘導員の役割を明確にする。別紙(作業手順)のとおり実施する。

　・規制設置撤去時には必ず元請職員が同行して監督する。

　・車両発進時には指差呼称の徹底する　　　　　　　　　　【Ｐ10参照】

⑤車両荷台に人を載せたまま走行させない。

交通規制撤去（カラーコーンの回収）作業中に、軽トラックの荷台部に交通
誘導員が乗っていたところ、運転者が急発進させため、荷台から交通誘導員
が路上に転落（腰部強打）した。【Ｐ５参照】

労働災害：転倒

トラックからの転倒

頚椎損傷(約３週間の安静見込み)

橋梁支承取替工事

男性・５５歳

交通誘導員

工事区分

被
災
者

災害の種類

事故内容

被災状況
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事故周知・再発防止〔平成27年度発生状況〕

［現場の状況］

・片側交互通行規制を解除するために交通誘導員（５名）にて規制資材の撤去を行っていた

　ところ撤去作業の終盤に規制区間終点（伊豆市側）付近において本事故が発生した。

・その際、元請職員（ＪＦＥ）は別作業（作業ヤードの片づけ等）を行っていた。

・交通誘導員の配置については図１を参照。

・撤去する規制材については別添参考資料参照。（Ｐ６）

［当日の安全管理］

・作業開始前のＲ－ＫＹＫにおいて作業手順の確認危険対策について作業別に実施。

　（交通誘導員についても毎回実施している）

・毎朝の健康チェックにおいても作業員全員問題なし。

・規制時巡回チェックシートを用いて規制区間は約30分間隔で巡回をしていた。

・交通誘導員においてはヘルメット・チョッキ等の通常の安全対策を行っていた。

【警察の見解】

・6/10に現場検証。交通事故として扱う（6/11に回答）。

・道路交通法第55条にて貨物自動車で荷台に積載している場合看取するため必要最低限を荷台に

　乗せて運転することが出来るとされているが、軽トラックの荷台に乗って作業できることの

　法的な根拠は無い。

・警察としては道路性（歩行者、車両が通行できるか）の有無によって判断しているとのこと。

　（高速道路上では道路性が無いため、トラックの荷台に乗ったまま運転している）

【労働基準監督署の見解】

・6/16（火）に現地調査。労務災害として扱う。事故が起きているため文書注意を行う予定。

【図１】

車両規制の交通誘導員（各１名）

規制材撤去（１名）
トラックの荷台整理（１名）
運転手（１名）

事故発生箇所

進行方向
（下田⇒伊豆市）

13
-3-



14
-4-

事故周知・再発防止〔平成27年度発生事例〕



事故周知・再発防止〔平成27年度発生状況〕

［事故の状況が分かる写真または図面］

【側面図】

【平面図】

至　伊豆市

至　下田

負傷者

（規制材撤去者）

（運転手）

至　伊豆市

至　下田

負傷者

車両発進

車両停止中

（運転手）

負傷者

規制帯

至　伊豆市 至　下田

腰部強打

幅員　W=9.0m(片側4.5ｍ)

事故発生箇所 事故発生状況（再現）

（規制材撤去者）

（運転手）

（規制材撤去者）

15
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事故周知・再発防止〔平成27年度発生状況〕

［再発防止策　役割の明確化］

①

②

③

①誘導員は周辺状況の確認を行う。
②規制材撤去者が車両側を向いて発車の合図を送る。
③助手席（元請職員）が指差呼称を行い、運転手が発進をする。

①誘導員は周辺状況の確認を行う。
②運転手は規制材撤去者に気を付け横付けして停止する。
③規制材撤去者は停止を確認してからｶﾗｰｺｰﾝを荷台に乗せる。(資材の積込み方は別紙)

至　伊豆市

至　下田

運転手誘導者
（規制材撤去者）

車両発進

運転手誘導者

（規制材撤去者）

車両停止

至　伊豆市

至　下田

運転手誘導者
車両停止

至　伊豆市

至　下田

①誘導員は周辺状況の確認を行う
②運転手は助手席（元請職員）の合図があるまでは動かない。
③規制材撤去者は次のｶﾗｰｺｰﾝの場所まで走行車に気を付けながら歩いていく。

（規制材撤去者）

※①に戻る
※１　規制開始・解除のカラーコーン設置時には必ず元請（ＪＦＥ）が監視体制として一緒に
回る。
※２　内側規制の場合は登り（下田⇒伊豆）ながら、外側規制の場合は下り（伊豆⇒下田）
ながら設置・撤去するようにする。　（運転手の視線が中央線（センターライン）に近く、規制
材撤去者を目視しやすいため）

助手席（元請職員）

助手席（元請職員）

助手席（元請職員）

16
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事故周知・再発防止〔平成27年度発生事例〕



性別・年齢

職　　業

［災害の概要］

      平成２７年７月６日（月曜日） 午後９時００分頃

  □安全対策の有無 交通解放時と現場解散時の路面状況の確認を行った。（異常なし）
［再発防止策］
  　平成27年７月８日に㈱ジーベックが社内で開催した事故報告および緊急安全衛生協議会の結果、
今後の業務については以下に留意して業務を行うこととした。

□問      題      点 ：①舗装版切断後、舗装版が抜け出したり、飛ぶ可能性があるという認識の不足。
②舗装版切断については、舗装構成の検討のため、特にアスファルト層と瀝青
　安定処理層の違いを判別する事が必要であると考え、舗装版全体を切断

  　していたこと。また、掘削時に切断した舗装版を撤去しやすいように舗装版を
　細かく切断したこと。
③舗装版切断後に雨水が浸入し、舗装版と路盤部が分離した。このため細分化
　した舗装版が動きやすくなっており、自動車の通行により抜け出したこと。　

□防   止   対   策 ：①調査位置の選定については、占有物件に影響がない限り、轍部分を避け、
　車線中央部を選定する。
②舗装版切断作業は先行して行わず、切断から掘削・復旧までの一連の
　作業完了後、次の調査箇所に移動する。
③天気予報を確認し、雨天が予想される時には作業を実施しないものとする。
　また、作業中の急な天候悪化による作業中断の場合、常温合材で復旧する。
④舗装版の切断は、四辺を10cmの深さでカッターにより切断し、切断面確認用に
　長辺部中央のみ舗装版全体を切断し、細分化しない。舗装版撤去は、
　ブレーカー等で破砕する。切断方法については、会社内及び下請け業者に
　周知し、現場着手時には、再度業者に通達する。

［事故の状況が分かる写真または図面］

事故周知・再発防止〔平成２７年度発生事例〕

工 事 区 分

被
災
者

災害の種類

事故内容

被災状況

土質調査業務委託

男性・２６歳

会社員

□事 故 の 概 要 ：

□現 場 の 状 況 ：
翌日からの試料採取のために、調査箇所17箇所のうち13箇所の既設舗装を機械（コンクリートカッター）
を用いて切断をした。切断の際に、掘削用のバックホウで舗装版をめくるための切れ目を数箇所入れて
あった。事故発生箇所の切断作業を行ったのは、午前９時40分頃であり、降雨の中での作業であった。

公衆災害：第三者物損事故

舗装版切断箇所走行によるタイヤ等損傷

車輌後部左側のタイヤとホイールの損傷

国道469号を御殿場方面から富士方面へ自動車で走行中、調査箇所No.2地点を通過した際、切断さ
れていた舗装版の一部が、前輪通過時に衝撃で抜け出し、生じた段差に後輪が接触し、タイヤとホ
イールを損傷した。

進行方向

雨水浸入

前輪通過後 抜き出た舗装版

雨水の浸入により不陸が発生。
細かく切断された舗装版が、
前輪通過時の衝撃で、
舗装版が抜き出て段差が生じる。

現場写真

進行方向

生じた段差に後輪が接触し、
タイヤとホイールが損傷。

切断面
舗装切断箇所

2 20



［事故の状況が分かる写真または図面］

事故周知・再発防止〔平成２７年度発生事例〕

調査No.1

調査No.2（事故現場）

調査No.3

○

○
○

事故現場
至
富士方面 至

御殿場方面

富士サファリパーク

忠ちゃん牧場

至 富士方面

至 御殿場方面

富士サファリパーク

既設舗装版　ｔ ＝100

掘削　 t=1000

500 3000 3000 1000

ガス
NTT

1
3
0
0

3 21



［事故の状況が分かる写真または図面］

現場状況

事故周知・再発防止〔平成２７年度発生事例〕

舗装版切断状況

舗装版が抜き出た状況

至
富士方面

至
富士方面

4 22



［事故の状況が分かる写真または図面］

小規模業者による応急復旧

事故周知・再発防止〔平成２７年度発生事例〕

至
富士方面

至
富士方面

5 23



［事故の状況が分かる写真または図面］

応急復旧状況

復旧前 復旧後

事故周知・再発防止〔平成２７年度発生事例〕

6 24



［事故の状況が分かる写真または図面］

被災車輌損害状況
　被災者とは事故翌日にお会いし、弊社にて対応させて頂くことを説明。

事故周知・再発防止〔平成２７年度発生事例〕

助手席側後輪タイヤ
パンクによりスペアタイヤ装着

タイヤおよびホイールの破損状況

7 25



事故周知・再発防止〔平成27年度発生事例〕

性別･年齢

職　　業

［災害の概要］

□現場の状況 ： (国)１３５号（下田市柿崎）で作業箇所と車道の間に５ｍ程度の歩道と路肩

が広がった箇所で除草作業を実施していた。

□事故の概要 ： 平成２７年７月９日（木曜日）　午前９時４０分頃発生

除草作業中に飛石により、通行中の一般車両助手席窓ガラス１枚を破損させ

た。

□安全対策の有無：飛石対策は実施していなかった。

［再発防止策］

□問　題　点 ： (国)１３５号区間は、全線飛石対策作業区間であるにも関わらず、飛石対策

を実施していなかった（事故発生現場手前までは、補助作業員を配置し飛石

対策を実施していたが、事故発生現場では、車道との距離が離れており、飛

石対策が必要ないと補助作業員が判断し、他の作業についていた）。

□防 止 対 策： (1) 全　体

　①　飛石対策区間は、必ず補助作業員をつけて作業させる。

　②　現場責任者は、常に現場の安全・施工管理に注意を払い、適切な指示

　　を出す。

　③　飛石対策に使う道具を工夫（コンパネに取手を付ける等）し、作業し

　　易い対策を講ずる。

(2) 作業前のミーティング

　①　現場責任者は、飛石対策区間であること、何故飛石対策が必要なのか

　　を説明し周知徹底を図る。

　②　施工計画に掲げる安全管理の必要性(労働災害及び第三者事故の防止)

　　を周知徹底させる。

　③　現場責任者は、作業員及び補助作業員の配置体制を徹底させる。

　④　飛石対策区間では、作業員に飛石対策がされていることを確認させな

　　がら作業をさせる。

　⑤　飛石対策区間でない場所にあっては、通行人及び車両の通過を確認後

　　に作業を再開することを徹底させる（片側交互通行規制を掛けている場

　　合は、道路幅員や施設の有無により判断する）。

(3) 作業現場

　①　現場責任者は、作業員及び補助作業員の連携を常に確認する。

　②　飛石対策区間では、補助作業員に作業中、他の作業に着かせない。

　③　作業範囲の延長を考慮し、作業員及び補助作業員の配置に過不足が生

　　じないようにする。

(4) その他

　①　理事長が飛石対策周知のため、自主パトロールを兼ねて、作業中の現

　　場に出向き、直接周知徹底させる。

　②　事故発生の場合の連絡先を確認しておく。

　③　通行車両等への事故は、警察署への事故報告をすること。

除草委託

－

－

工事区分

被
災
者

災害の種類

事故内容

被災状況

公衆災害：第三者物損事故

通行車両助手席窓ガラス破損

窓ガラス１枚　全損

26



事故周知・再発防止〔平成　　年度発生事例〕

［事故の状況が分かる写真または図面］

27
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事故周知・再発防止〔平成　　年度発生事例〕

［事故の状況が分かる写真または図面］

車両損傷状況

28
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：第三者傷害事故
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事故周知・再発防止〔平成27年度発生事例〕

性別･年齢

職　　業

［災害の概要］

□現場の状況 ：

　　1.0ｔ級平型ブロックの仮置き作業を2.9ｔ移動式クレーン機能付きバックホゥ１台と作業

　員３名で行っていた。

　　作業員の構成は、重機運転手１名、玉掛け技能講習修了者１名、玉掛け補助作業者２名で

　ある。

□事故の概要 ： 平成27年 7月16日（木曜日）　午前 8時16分頃

　　1.0ｔ級平型ブロックの仮置き作業で２段目ブロックの荷下ろし終了後、フック付き玉掛

　け繊維ベルトをクレーン付きバックホゥ側の作業員が外したのを確認した重機運転手が、ブ

　ロックの奥にいた被災者も同様に外したものと勝手に判断しブームを上げたところ、被災者

　の右手人差し指先端をシャックル付きフックと平型ブロックの間に挟まれ負傷した。

　　重機運転手は、玉掛け合図者の合図を確認せず、自己判断でクレーンブームを上げてしま

　ったときに、被災者はフックを外す作業でシャックルを握った状態であった。

□安全対策の有無：

［再発防止策］

□問　題　点 ： ①　クレーン付きバックホゥの運転手が玉掛け合図者の合図を待たず、自己

　判断でブームを上げてしまった。

②　据付作業ではなく仮置き作業であったことから、作業を軽く見ていて安

　易な考えで作業してしまった。

③　現場の安全訓練、日々のＫＹ活動及び作業前における作業手順の徹底不

　足が事故を発生させた。

□防 止 対 策： ①　合図者（玉掛け作業責任者）は、作業が確実に確認できる位置へ常駐し

　各作業員に対し適切な合図を行うこと。

②　朝礼時に作業手順を再確認し、安全意識を高揚させ事故防止に努める。

③　外した吊フックは、必ずブロック上に置き、重機運転手が確認できるよ

　うにする。

④　吊上げ合図の時期は、吊フックをブロックの上に置いたことを重機運転

　手が確認し、かつ、作業員がブロックから離れた後に行う。

［受注者として独自に設定した再発防止策］

①　安全衛生パトロールの強化

　ア　月１回実施予定の安全衛生パトロールを、重要工種及び危険が伴うと思われる作業時に

　　再度実施する。

　イ　安全衛生パトロール時は、現場代理人だけではなく直接作業員から安全についての聞き

　　取り調査を実施する。

②　各種資格の取得（社員、下請けへの支援）

　ア　会社の全面バックアップ（情報提供等）により、作業員が各種資格を取得しやすいよう

　　体制を確立する。

③　ヒヤリハット調査の充実

　ア　毎月１回、各現場のヒヤリハット調査を実施し、その結果を各現場担当者に伝えて、先

　　取りの安全措置ができるようにする。

④　工事反省会の実施

　ア　工事検査終了後に会社役員、現場担当者及び他現場担当者で工事反省会を実施し、安全

　　対策等の是非や今後の対策について討議し現場にフィードバックさせる。

河川工事

男性　54歳

土木作業員

工事区分

被
災
者

災害の種類

事故内容

被災状況

労働災害：巻き込まれ・挟まれ

ブロック玉掛け作業中における
指の挟まれ事故

右手人差し指不全切断、末節骨
骨折
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［事故の状況が分かる写真または図面］
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性別・年齢

職　　業

 ［災害の概要］

   国道150号ＢＰの南側歩道の草刈り作業中

   平成 27年 7月 28日（火） 午後 3時 5分

 国道150号ＢＰの南側歩道を草刈り中、飛び石により東進中の車両（2ｔトラック）の運転席側

 窓ガラスを破損させた。

□安全対策の有無 ： 飛び石防護対策を実施していなかった。

 ［再発防止策］

  □問      題      点 ： ・飛び石防護対策区間の周知が作業員に十分になされておらず、更に歩道外側の

　作業であったため、下請け作業者が車道への影響が無いと判断し、飛び石防護対策を

　実施せず作業を行ってしまった。

・下請け会社からの事故の報告が、元請け会社になされなかったため、元請け会社が

　事実を確認するまでに時間を要した。

  □防   止   対   策 ：①飛び石防護対策を行う区間においては、その履行を確実にする為、現場責任者、

　安全管理主任、または、安全管理主任補助者が直接現場に臨場し、実施の確認

　を行う。

②複数の作業箇所を管理するにあたり、現場責任者及び安全管理主任の他に補助員

　 を2名増員し、管理体制の強化を図る。

③事故発生時の対処手順を明確にするため、「工事事故発生時対処手順書」を作成し、

　 下請け会社全体に配布し周知する。また、本業務に携わる全ての作業員に対して、

   元請け会社が中心となり、あらためて安全教育を実施する。

□現 場 の 状 況 ：

1

事故周知・再発防止

□事 故 の 概 要 ：

―被災状況

―

道路除草業務委託公衆災害：第三者物損

事故内容

災害の種類

被
災
者

工 事 区 分

自動車の窓ガラスの破損

草刈り時に、飛び石が走行中の車両
の窓ガラスを破損させた。
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　［事故の状況が分かる写真または図面］

3

事故発生箇所・状況図面

横　断　面　図

平　面　図

事故発生状況

除草範囲

W=0.10m

飛び石 走行中

停車

飛び石

植栽

4.40ｍ

9.10ｍ
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　［事故の状況が分かる写真または図面］

事故車両(2ｔトラック)　破損状況(運転席側窓ガラス)

5

事故状況写真等
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事 故 現 場 位 置 図 (詳細)

1
1

事故発生箇所
草刈り箇所

飛び石

草刈り箇所から車道までは、植樹帯を挟んで
W=4.40m
あった為、飛び石防護対策を実施せず、作業を行っ
て

W=4.40m

W=9.10m
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性別・年齢

職　　業

 ［災害の概要］

      平成27年9月11日（金曜日） 17：05頃

  □安全対策の有無 ＫＹ活動で支障物件に注意するよう周知、防護カバー・注意表示等なし
 ［再発防止策］
  □問      題      点 ：

  □防   止   対   策 ：①KY活動等において支障物件への注意喚起を徹底する。
②各施工ステップの作業前に重機の動線をイメージし、
　　支障物の有無の目視確認を徹底する。
③重機のオペ室に支障物件への注意喚起を促す表示をする。

　［事故の状況が分かる写真または図面］

事故周知・再発防止〔平成　27年度発生事例〕

工 事 区 分

被
災
者

災害の種類

事故内容

被災状況

公衆災害：第三者物損事故 道路改築工事

-

-

□事 故 の 概 要 ：

□現 場 の 状 況 ：
　当日の作業を終え、片付け中であった。

　バックホウ（0.45ｍ3、グラップル装着）を左旋回したとき、背後にあった大型案内標識にバックホ
ウのブームが接触した。

①片付作業に対する気の緩みで、案内標識の存在を
　　失念するとともに後方確認を怠った。

バックホウが大型案内標識に接触

大型案内標識版の破損

T1
220.17

吹付

県杭

案
内
標
識CM

230

225

235

至
藤枝

20.23

220.00

220

222.41

220.89

226.97

227.01

左 旋 回接触
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　［事故の状況が分かる写真または図面］
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